
鶴居村移住体験住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

(趣旨)
第 1条 この規則は、鶴居村移住体験住宅の設置及び管理に関する条例 (平成26
年条例第13号。以下「条例」という。) の施行に関し、必要なことを定めるも
のとする。

(移住体験住宅の呼称)
第 2条 条例第 2条第 2項の規定による移住体験住宅の呼称は別表 1のとおり

とする。

(使用申込書の提出)
第 3条 条例第 5条の規定による使用申込書は、様式第 1号によるものとする。

(使用の許可書)
第 4条 村長は、移住体験住宅の使用を許可した者に対し、様式第 2号の許可
証を交付する。

(貸付期間)
第 5条 移住体験住宅を貸付できる期間は通年とする。ただし、村長は予約状
況等を考慮して貸付できない期間を設けることができる。
2 貸付可能な期間のうち、村での生活を体験する期間 (以下「貸付期間」と
いう。) は、 1月以上 2月以内とする。ただし、村長が特に必要と認めた場合

は貸付期間を延長できるものとする。

(使用料の算出及び決定)
第 6条 移住体験住宅の使用料は月額とする。
2 使用期間が 2月に満たないときの使用料は、日割り計算によるものとする。
3 村長は、災害その他やむを得ない事情が生じたと認められるときは、使用
料の変更を行うことができる。

(使用料の納付)
第 7条 使用料は、村長が発する納入通知書により、納入しなければならない。

(禁止又は制限行為)
第 8条 使用者は、移住体験住宅の使用に当たり、別表 2に掲げる行為をして



はならない。

2 使用者は、移住体験住宅の使用に当たり、書面による承諾を得ることなく、
別表 3に掲げる行為をしてはならない。

(明渡しの届出)
第 9条 使用者が当該移住体験住宅の明け渡しをしようとするときの届出は様

式第 3号とする。

(事故免責)
第10条 村長は、移住体験住宅が通常有すべき安全性を欠いている場合を除き、
貸付期間中に当該住宅内又は敷地内で発生した事故に対して、その責任を負
わないものとする。

(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

附 則
この規則は、平成26年 10月 1 日から施行する。



別表 1( 第 2条及び第6条関係)
名 称 設置場所 呼 称

鶴居地区移住体験住宅
鶴居村鶴居東 5丁目3
番地

のぞみ館

幌呂地区移住体験住宅
鶴居村幌呂西 5丁目1
番地

みらい館

別表 2( 第 8条第 1項関係)
1 移住体験住宅の所在地に住所を定めること。
2 借受けの権利を譲渡、転貸すること。

3 増築、改築、移転、改造若しくは模様替え又は敷地内に工作物を設置する
こ と。

4 鉄砲、刀剣類又は爆発性、発火性を有する危険な物品等を製造又は保管す
るこ と。

5 大型の金庫その他の重量の大きな物品等を搬入し、又は備え付けること。

6 排水管を腐食させるおそれのある液体を流すこと。
7 大音量でテレビ、ステレオ等の操作、楽器等の演奏を行うこと。

8 犬、猫等の動物を飼育し又は持ち込むこと。
9 物品の販売、寄付の要請その他これに類する行為をすること。
10 興行、展示会、その他これに類する催しをすること。

11 文書、図書、その他の印刷物を貼付又は配布すること。

12 宗教の普及、勧誘、儀式、その他これに類する行為をすること。

13 移住体験住宅内で喫煙すること。
14 近所の住民に迷惑を及ぼす行為をすること。
15 その他体験住宅の使用にふさわしくない行為をすること。

別表 3( 第 8条第 2項関係)
1 観賞用の小鳥、魚等であって明らかに近隣に迷惑をかけるおそれのない動
物を飼育すること。

2 新たな同居人を追加すること。

3 1月以上継続して移住体験住宅を留守にすること。



様式第1号 (第 3条関係)
移住体験住宅使用申込書

年 月 日

鶴居村長 様

住 所
申請者 氏 名 ◎

携帯電話番号

次のとおり移住体験住宅の使用を申請します。
使用に当たっては、同規則の定めに従い適正に使用することを約束します。

区 分 □新規・□ 2回目以降 車の有無 □ 有 ・ □ 無

使用期間 年 月 日から 年 月 日まで ( 日間)

使用住宅 鶴 居 ・ 幌 呂

使用者の氏名
申請者との
関 ‐ 係

性 別 生 年 月 日 特記事項

□男性
□女性

T ・S ・H

年 月 日
□男性
□女性

T ・S ・H

年 月 日
□男性
口女性

T ・S ・H

年 月 日
□男性
□女性

T ・S ・H

年 月 日
□男性
□女性

T ・S ・H

年 月 日
搬入特別設備 ・

特殊物品の名称
数 量 使 用 場 所 搬入の理由



様式第2号 (第4条関係)

移住体験住宅使用許可書

年 月 日

住 所
氏 名 様

鶴居村長 ⑩

居住期間 年 月 日~ 年 月 日 ( 日間)

使用住宅 鶴 居 幌 呂

住宅使用料 円
※使用期間が2月未満の場合は日割り
計算によるものとする

その他必要
条 件

鶴居村移住体験住宅の設置及び管理に関する条例施行規則を
遵守すること。



様式第3号 (第 9条関係)

移住体験住宅明渡し届出書

年 月 日

鶴居村長 様

住 所
氏 名 ⑲

私は、下記のとおり移住体験住宅を返還いたします。

1 立退年月日 年 月 日

2 移住体験住宅の状況 良 好 ・ 不 良


